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委 任 状 

(宛先)芦屋市長 

令和   年   月   日作成 

委任者（頼む方） 

住所                                                       

 

氏名                                

生年月日     大正 ・ 昭和 ・ 平成      年      月      日 

 

連絡先電話番号          －       －              

 

（亡くなられた方のお名前） 

芦屋          太郎 の死亡に伴う下記の事項について、次の者に委任します。 

 

 

 

 

 

委任事項（委任する事項の□に✓を付してください）  

□  世帯変更届に関する手続き（来庁者が同一世帯員の場合は不要です。） 

□  戸籍（除籍）、改製原戸籍の謄（抄）本及び住民票（除票）等の交付申請手続を委任したい 

場合、以下の必要事項を記入してください。(その他欄は具体的に記入してください。） 

 

 

 
 
 
 

□  国民年金及び国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、障がい福祉、 

福祉医療、市税（市県民税・固定資産税・軽自動車税）に関する手続き 

 

□ その他、課税証明書等の交付申請手続きを委任したい場合、 

どなたの、どの証明書が何枚必要かを具体的に記入してください。 

 

代理人（頼まれて窓口に来る方） 

住所                                                       

 

氏名                                

 

※必ず自署でお願いします。 

【必要な証明書】 

□ 戸籍（除籍）謄本・抄本      ____通 

□ 改製原戸籍謄本・抄本      ____通 

□ 住民票（除票）               ____通 

□ その他（            ）   ____通 

【必要なかたの氏名】 

 

【利用手続】 

□ 相続 

□ その他（              ） 
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この冊子は、広告主の協賛により作成されたものです。
広告主及び広告内容を芦屋市が推奨するものではありません。
広告内容に関しては、直接広告主にお問い合わせください。


